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I. 要約 

1 進捗 

1-1 投入進捗状況 

日本側 

◼ 専門家の投入がほぼ予定通り実施された。 

◼ ローカルコンサルタント （研修および教材の準備・実施支援（栄養））、（研修および教材の準備・

実施支援、関係者調整支援）についても、予定通り投入された。これら投入を表 1 に示す。 

表 1：日本人専門家、ローカルコンサルタント投入 

専門家／ローカルコンサルタント 期間（2019 年 7-12 月関連分） 

総括/地域保健 1 7 月上旬-9 月上旬、11 月上旬-12 月下旬 

副総括/地域保健 2  4 月下旬-7 月中旬、8 月下旬-11 月上旬 

母子保健 2 7 月中旬-8 月下旬、11 月上旬-12 月中旬 

栄養改善 2 7 月中旬-8 月下旬 

ヘルスプロモーション/住民参加 7 月下旬-8 月下旬 

業務調整/研修計画 6 月下旬-7 月下旬、9 月下旬-10 月下旬 

ローカルコンサルタント* 

（研修および教材の準備・実施支援（栄養）） 
2019 年 1 月下旬-現在 

ローカルコンサルタント** 

（研修および教材の準備・実施支援、関係者調整支援） 
2019 年 1 月中旬-現在 

*ローカルコンサルタント （研修および教材の準備・実施支援（栄養））の投入は継続しているが、5

月に前任者の自己都合による依願退職があり交代をしている。 

**ローカルコンサルタント（研修および教材の準備・実施支援、関係者調整支援）の投入は継続してい

るが、8 月に前任者の自己都合による依願退職があり交代をしている。 

◼ 研修実施に必要な投入について、予定通り実施された。 

これら投入を、表 2 として示す。  
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表 2：研修実施および活動に必要な投入 

研修用教材・資材および、母子保健・栄養改善サービス提供・改善用教材 

胎児心拍陣痛計、インファントウォーマー、超音波診断装置、ポータブルネブライザー、胎児ド

ップラー、診察台、グースネックランプ、聴診器（成人用）、血圧計（成人用）、体温計、耳式体

温計、体重計（小児用）、メジャー、吊り下げ式体重計、身長体重計（成人用）、小児用身長計（家

庭訪問用）、小児用身長計キャリングケース、乳児身長計（机上用）、大人用体重計（家庭訪問

用）、緊急対応用持ち出しケース（機材一式入り） 

研修用教材（配布資料印刷、教材作成用資材および作成費用） 

研修実施費用（会場費、貸与機材および軽食・昼食代） 

◼ 機材供与 

1-2 活動進捗状況 活動 2-2「一次・二次保健医療施設に母子保健・栄養サービスの改善に必要な身

体計測および基礎的医療機材を整備する」を参照（p. 6）。 

 

グアテマラ国側 

◼ カウンターパート（Counterpart: CP）の配置および、キチェとイシル保健管区事務所（Dirección de 

Área de Salud: DAS）内のプロジェクト事務所スペースと事務所備品の提供が継続して行われた。

2019 年 12 月に DAS イシルは、ネバフ市内に事務所を移転した。この移転に伴い、プロジェクトス

タッフの執務スペースを確保してもらえるよう同所長に依頼をした結果、2020 年 1 月に入りスペー

スが確保された。 

 

1-2 活動進捗状況 

➢ 活動 1-1「一次・二次保健医療施設に対する母子保健・栄養サービスのモニタリング・スーパービ

ジョンを定期的に実施する」 

◼ DAS キチェ 

DAS では、モニタリング・スーパービジョン（Monitoring and Supervision: M&SV）活動を通して、

M&SV ツールの見直しと検証が行われた。2019 年 10 月、DAS キチェでは、市保健管区事務所（Distrito 

Municipal de Salud: DMS）に対する M&SV ツールの修正作業が行われた。11 月にはこの修正版ツー

ルの検証もかねて、同ツールを使用した M&SV 活動が実施された。11 月 28 日には、この検証結果

に基づき再度修正作業を行い、その内容をリプロダクティブヘルス、栄養、プロモーションなどの

各課題プログラムが確認をし、12 月 13 日までに M&SV ツール修正版（最終案）を取りまとめた。

既に長期休暇に入った職員もいたため、継続確認を行う項目も一部あるが、2020 年 1 月からはこの

ツールを使用した M&SV 活動が行われる予定である。 

2019 年 1 月から 11 月に計 18DMS（うちプロジェクト対象 DMS は 11 か所）へ 22 回（うちプロ

ジェクト対象 DMS へ 14 回）の M&SV 活動が実施された。プロジェクト成果目標は「年 12 回（対

象 12DMS へ年 1 回ずつ）の M&SV 活動を実施すること」になっており、合計回数は達成したもの

の、1DMS は未実施という結果となった。DAS キチェは、毎月の活動計画に本活動を明記するなど

して、M&SV 活動の確実な実施を目指しており、2020 年も継続される見通しである。また、保健省

本省は 2020 年に各 DAS にモニタリング・スーパービジョン・評価ユニットを設置し、専属の人材
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を配置することで確実な M&SV 活動の実施を計画している。 

◼ DAS イシル 

DAS イシルでは、サービス提供および改善のための適時の意思決定の向上を目指しており、プロジ

ェクト対象 2DMS における月例保健情報会議においてテリトリー看護師による発表と参加者間の意

見交換を行っている。 

2019 年 3月から、各DMSにおいて月例でテリトリー看護師が各担当テリトリーの事例を発表し、

参加者と好事例の共有や改善に向けた協議を継続している。事例発表では、地域の状況及び、疫学分

析、事例に対する活動とその評価などとし、視覚的に示した分析を行うことを取り組むべき課題の 1

つとしている。この月例協議の結果、症例の動向、昨年との症例数の比較、原因分析、原因に基づく

活動計画が立てられるなど、データに基づいた意思決定へとつながっている成果が見られている。

一方、例えば、昨年の症例との比較がなされたものの、データを使用した予防活動が実施されていな

かったといった課題もある。すなわち、分析をしても、データに基づいた必要な予防対策を講じなけ

れば、分析の目的が失われてしまう。本分析は、疾病数増加への対処だけでなく、過去のデータを活

用することで、予防活動などへの適時決断も可能となる。更なる改善をめざし、この点を参加者と共

有して今後の分析と活動計画に反映することとしている。 

 

➢ 活動 1-2「5 歳未満児の急性栄養不良および妊産婦の死亡症例検討会の結果を母子保健・栄養関連の

活動にフィードバックする」 

◼ 情報収集と事例活用の促進 

プロジェクトでは、キチェ、イシルの両 DAS における妊産婦死亡症例検討会への出席を通じ、必

要な情報を継続して収集し、保健医療従事者への共有と各 DMS での事例の活用促進を行っている。 

DAS キチェ内では、2019 年 10 月までに 16 例1の妊産婦死亡症例が報告されている。DAS キチェ、

DAS イシルの妊産婦死亡症例検討会の課題として、1）検討会に参加をした DMS の担当者から市保

健管区内の保健医療従事者に対し、妊産婦死亡症例の情報伝達が十分に行われていない、2）DAS の

担当課による妊産婦死亡症例後の改善計画のフォローアップが行われていないことが挙げられる。

この 2 点の課題について、以下の活動を継続した。 

1） 検討会に参加した DMS の担当者から市保健管区内の保健医療従事者へ妊産婦死亡症例の情報

伝達が十分に行われていない 

妊産婦死亡症例の分析からは、多くの教訓が導き出されているにもかかわらず、市保健管区管轄

内での妊産婦死亡症例の共有が行われないことには、妊産婦死亡の予防にはつながらない。そのた

め、1 次・2 次保健医療施設の保健医療従事者が、①2019 年度妊産婦死亡症例と分析結果について把

握する、②妊産婦死亡症例の原因が理解できる、③死亡症例からの教訓を通して、自分の所属する保

健医療施設で妊産婦死亡の予防策について立案できることを目的として、2019 年に実際に起こった

妊産婦死亡症例の中から 1 事例を取り上げて、どこに問題があったのか原因を探り、自分の所属す

る保健医療施設でどのように教訓を活用するかを検討する DMS レベルでのワークショップを継続

 
1 出典：DAS Quiché PPT “Sala Situacional El Quiché noviembre de 2019” 
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している。 

2）DAS の担当課による妊産婦死亡症例後の改善計画のフォローアップが行われていない 

妊産婦死亡症例検討会の目的は、死亡の要因を特定し、取るべき対策を検討することであり、ひい

ては、予防可能な妊産婦の死を未然に防ぐ行動をとれるようになることである。妊産婦死亡後に、妊

産婦死亡を予防するための改善計画を作成し計画に沿った活動を実施しないことには、妊産婦死亡

の予防につながらない。両 DAS では、リプロダクティブヘルス課が改善計画のモニタリングをする

役割を担っているが、関連する活動を十分に行っていない。そのため、妊産婦死亡が起こった DMS

で、リプロダクティブヘルス課と共に改善計画実施後の進捗を確認し、進捗が遅れている場合は、進

捗を阻む要因を確認し、改善策について検討を行うことを継続している。さらに DAS キチェでは、

2019 年 10 月から 12 月の間、リプロダクティブヘルス支援チーム2の活動の一つとして、改善計画の

フォローアップ強化が行われており、リプロダクティブヘルス課専属の疫学医のもとへ改善計画の

進捗が報告されるようになってきている。 

 

➢ 活動 2-1「対象地域で使用されている言語を用いた教育教材と既存の教材を十分に配備する」 

◼ 「私の栄養カレンダー」の継続的な配布 

プロジェクトでは、「私の栄養カレンダー」（妊産婦と 2 歳未満児の栄養改善のために、その母親

（保護者）が学習することができる教材）の改訂版の配布を継続して支援している。 

配付数は、表 3 の通り。なお、妊婦への確実な配付確認のため、今後は、各 DMS で発見された妊

婦数に基づいて妊婦への配付数とその割合の情報を収集することを予定している。 

  

 
2 リプロダクティブヘルス支援チーム：2019 年 10 月から 12 月の間、リプロダクティブヘルス課専属疫学医 1 名、 

DAS キチェ管轄内の 9 つの DMS の母子 保健サービスの強化目的に 3 名の看護師が雇用された。それぞれ 3DMS 

を担当し、 DMS での勤務を基本として活動を行っている。 
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表 3：「私の栄養カレンダー」DMS 別配備数及び配付数（2019 年 11 月末現在） 

配付率が

高い順位 
DMS 

DMS の

配備数 

妊婦および母親

への配付数 
配付率 備考 

1 カニジャ 500 378 76% 9-11 月分未登録 

2 ホヤバッフ 3,341 2,538 76% ― 

3 ラ・パロキア 1,100 772 70% ― 

4 チャフル 1,700 1,053 62% 11 月分未登録 

5 ラ・ターニャ 300 165 55% ― 

6 
サン・バルトロメ・

ホコテナンゴ 
700 371 53% 

― 

7 サカプラス 1,974 982 50% ― 

8 チチェ 1,100 540 49% ― 

9 ネバフ 3,147 1,409 45% ― 

10 
サン・ペドロ・ホコ

ピラス 
1,150 494 43% 

― 

11 チカマン 1,470 593 40% ― 

12 パツィテ 250 98 39% 9 月分未登録 

13 ウスパンタン 1,475 541 37% 11 月分未登録 

14 チニケ 450 95 21% 9 月分未登録 

― 合計 18,657 10,029 54% ― 

 

◼ 妊婦栄養評価シートの提案と検証活動 

プロジェクトではこれまでの保健医療施設への訪問を通じ、保健医療従事者が妊婦に対して栄養

指導を行うため、妊婦の栄養摂取状況の把握ができ、体重の増加量の把握もできるツールの必要性

が高いことを把握した。妊婦健診において使用される妊婦の健康状態把握のための既存のカルテ

（Ficha clínica prenatal y/o posparto, Carnet）には、こうした項目の記載がないことから、栄養状況の評

価に関するシート（案）を作成し、検証活動を進めてきた。 

2019 年 8 月 21 日と 12 月 17 日に保健省本省のヘルスケア統合システム局（Sistema Integrado de 

Atención de Salud: SIAS）において、JICA グアテマラ事務所、SIAS（保健啓発課も含む）、リプロダ

クティブヘルス国家プログラム、食糧保障・栄養プログラムの担当者へ検証結果を報告するととも

に、今後のシート（案）の使用に関する協議を行った。 

主な検証結果として、シートを活用することで、保健医療従事者が栄養評価や食事指導を適切に

行えることに加え、体重増加が適切あるいは過剰な妊婦の数（割合）を把握できることが明らかとな

った。またプロジェクトの対象 DAS や DMS においては、今後もシートの使用を継続したいという

意向が示されている。現在保健省では、妊婦用のカルテ様式の更新を行っており、2020 年初頭から

の新政権における承認を得て公式化するとともに、全国での使用を目指している。同シートの内容

はカルテに含まれるべき内容となる見込みである。 

一方、カルテの内容及び、承認プロセスが保健省内でまだ十分に共有されていないことから、どの

ようにシートの内容をカルテに取り込むか、あるいは現在の案のようにカルテへの添付とするかと

いった具体的な提案が出来ないといった課題も残されている。全国での使用までに（承認や印刷、使

用方法の説明などのために）時間がかかることが予想されることもあり、まずは SIAS 局長へ検証報
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告書を送付し、SIAS によるフォローアップが実施されることとなった。 

なお前述の通り、栄養評価シートについては、プロジェクト対象 DAS や DMS において使用の意

向が示されており、2020 年からのパイロット地域での継続使用とパイロット地域以外への拡大使用

について、CP の最終判断を待っている。 

 

◼ 「家庭用緊急計画カード3」の印刷と配備 

1）DAS キチェ 

DAS キチェの推定妊婦数に応じて 32,000 部印刷した。12 月 13 日に DAS キチェ管轄の全 20DMS

への配布を完了し、DAS よりその旨報告を受けた。 

2）DAS イシル 

プロジェクト対象 2DMS の推定妊婦数に応じて 5,000 部印刷した。DAS イシルへの配布にあたっ

ては、大臣宛ての寄贈意向レター4の発出を求められた。ただし、機材ではなく消耗材であり、保健

医療施設において資材は妊婦へ配布され CP 機関に常時設置されるものではないことから、受渡し

レターのみの対応で可能か確認を行っている。 

 

➢ 活動 2-2「一次・二次保健医療施設に母子保健・栄養サービスの改善に必要な身体計測および基礎

的医療機材を整備する」 

◼ 2018 年度供与機材の保健医療施設への配備・使用状況の確認（継続） 

保健医療施設を訪問した機会を利用して、2018 年度供与機材の使用状況の確認を行っている。D

イシル保健管区内の保健医療施設に供与した緊急時持ち出しケースについては、緊急時に備えて日

頃から準備が整えられていないケースが散見されたことから、DMS 保健情報会議を利用して、テ

リトリー看護師に対して緊急時持ち出しケースの使用方法について再度説明を行った。また、1）

Código Rojo5 プロトコル、2）ショック分類、3）緊急時必要物品一覧（1 次保健医療施設用）、3）

リファー用紙の記載例について、使用における耐久性を確保するためにラミネート加工を施し、緊

急時持ち出しケースの付属品として配備することとして準備を進めた。 

◼ 2019 年度供与機材の引き渡しと活用 

2019 年 10 月から 12 月に、DAS キチェおよびイシルから各 DMS へ、各 DMS から各保健医療施

設への引き渡しが進められた。なお、11 月 21 日には DAS キチェにおいて供与式が行われた。地方

ケーブルテレビ 3 社（Kanal 4、Cable Proesa、Cable Maya）による取材があり、供与機材と供与式の

様子が放送された。 

DAS キチェでは、チニケ、パツィテ、ラ・パロキアの 3DMS に新しく超音波診断装置が供与され

 
3 家庭用緊急計画カード：保健医療施設で妊婦健診に来た妊婦に配布する出産準備や妊娠及び出産の緊急時に必要な情報

が記載されたカード。DAS キチェでは保健省本省標準のものを、DAS イシルでは地域で使用されている言語や当該地域

で撮影された画像を用いたものを使用している。 
4 保健省の寄贈用マニュアルには、外部からの寄贈の際には大臣宛てに寄贈意向レターを発出し、大臣より受け入れ回答

があった後、寄贈物品の受け渡しが行われるといった手順が記載されている。 
5 Código Rojo：産科出血の緊急患者が発生した際に使用される用語。産科出血の患者に対し迅速な処置が行えるよう対応

チーム、臨床検査室、輸血室、搬送担当者等へアナウンスをかける（MSPAS 2013 Código Rojo） 
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た。超音波診断装置が効果的に活用されるようこれらの DMS へは、優先的に保健省所属の産科医

で、DAS キチェの母子保健ファシリテーターであるアペン医師による現場指導が行われるよう調整

を行い、12 月 11 日にパツィテ 24 時間診療センター（Centro de atención permanente: CAP）で、同医

師による基礎講義と演習から構成される実地研修が行われた。基礎講義は、基礎的な理論に加え、臨

床画像を用いながら説明が行われた。演習では、研修参加者に対してマンツーマンの指導が行われ、

研修後には、超音波検査記録内の項目6 についての手技が獲得されたことを確認した。 

超音波診断装置の活用に関する課題として、妊産婦健診における超音波診断実施の推奨7の周知が

されていないことが挙げられていた。本プロジェクトで保健省の規範に沿ったガイドライン（案）を

作成し、さらに DAS からの通達により、妊娠 24 週前の妊婦に対する超音波診断の促進と、妊婦健

診に必要な超音波検査記録の項目を適切に検査するよう働きかけを行った。これにより 2019 年 12

月に DAS キチェ所長より超音波診断装置を有している全 CAP へ同通達が発出された。 

さらに超音波診断装置、インファントウォーマー、胎児心拍陣痛計の大型機材については、2019

年末までに、CAP チニケ、サン・ペドロ・ホコピラス（San Pedro Jocopilas: SPJ）を除くすべての施

設での設置・操作確認を終えた。また、プロジェクト終了を見据え、プロジェクト終了後も CP およ

び CP 機関によって機材が継続的に使用されるよう、交換が必要な部品の入手先、修理対応等を共有

するために取りまとめを行っている。 

◼ DAS イシルへの機材供与手続き 

2019 年 10 月の DAS イシルへの機材供与の手続きにおいて、DAS イシル大臣宛ての寄贈意向レタ

ーが必要である（参照：p.6 脚注 6）との連絡を受けた。過去の供与については、保健省国際局から

受領とDASへの配備の連絡レターが送付されており、保健省での受領確認は経ている。その一方で、

DAS イシルからは別途正式な手続きを求められたものである。12 月に DAS イシルにおいて内容を

確認の上、JICA 事務所より大臣宛てのレターを作成され、DAS イシルへ送付された。これにより、

DAS イシルにおいて、正式に機材の受け渡しが終了し、保健省内部用の手続きが進められた。 

 

➢ 活動 2-3「保健医療施設の保健人材に対する母子保健・栄養サービスに関する研修を実施する」 

活動 2-4「研修実施後、研修受講者の知識および技術を評価する」 

活動 2-5「妊婦の体格指数（BMI）に応じた妊娠期に適切な栄養（特にエネルギーとタンパク質）に

関する教育計画を提供する」 

◼ DAS キチェ（リプロダクティブヘルス支援チームとの協働活動） 

DAS キチェでは、管轄内の 9 つの DMS の母子保健サービスの強化を目的とした、DAS キチェリ

プロダクティブヘルス支援チームとの協働による活動が実施された。 

2019 年 10 月から 12 月の間、リプロダクティブヘルス課専属疫学医 1 名と、DAS キチェ管轄内の

妊産婦死亡が発生している 9 つの DMS における母子保健サービスの強化を目的に 3 名の看護師が

雇用された。この看護師 3 名はそれぞれ 3DMS を担当し、DMS での勤務を基本として活動を行って

 
6 超音波検査記録項目：1) 妊娠週数、2)出産予定日、3)胎児の数、4)胎位、5)胎児心拍、6)羊水ポケット、7)胎盤位置、8)

胎盤の成熟度 
7 保健省の規範（2018 年）「妊娠週数と出産予定日推定のため、妊娠 24 週前の妊婦に対する超音波診断が推奨される」 
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いる。当該チームと活動内容の共有および効果的な協働についての協議を行った上で、それぞれの

目的に基づいた活動を DMS における共通の機会を活用して実施した。この機会を通じて、プロジェ

クトでは、研修後の M&SV の進捗と課題の共有、死亡症例の共有を行った。特に、各市の保健医療

施設において、妊産婦死亡症例から抽出された教訓をどのように活用するかといった点についても

検討した。 

 

◼ 技術不足が確認された保健医療従事者への重点的なフォローアップ活動と適用率の向上 

プロジェクトでは、テリトリー看護師による母子保健・栄養改善研修後の M&SV の実施を継続し

て進めている。M&SV の結果から技術の不足が確認された保健医療従事者に対し、CP と共に再度

M&SV やフォローアップ研修行い、技術の向上にむけて重点的に取り組んでいる。 

研修で習得した知識と技術に関し、現場での適用率を促進する具体的な取り組みとして、1）DMS

に対する研修後 M&SV 月例報告の送付、2）DMS レベルでの課題と改善策の検討、3）DAS リプロ

ダクティブヘルス課・リプロダクティブヘルス課支援チームとの研修後 M&SV 進捗状況の共有、4）

評価点の低かったテリトリー看護師への再 M&SV、5）フォローアップ研修の実施等の取り組みを行

っている。 

その結果、DAS キチェでは、12 月末までに保健省の規範・規則の知識を有し、それを適用する割

合が 78%に上昇し、PDM 成果 2 指標 18を達成した。プロジェクト対象地域（全 14DMS）の 2019 年

12 月末までのモニタリング実施数・成果 2 指標 1 の適用率を表 4 に示す。キチェ保健管区内プロジ

ェクト対象 12DMS の内訳を見ると、9DMS で成果 2 指標 1 を達成している。11 月上旬までは、予

防接種キャンペーンが実施されており、他の活動に割く時間を確保できなかったものの、その後、

研修後 M&SV の実施率の大幅な改善が見られた。また、9 月から開始しているフォローアップ研修

の成果が現れてきていることが伺える。 

イシル保健管区内対象 2DMS は、予防接種キャンペーンのためモニタリング計画の遅延が見られ

12 月までの実施率は 73％、適用率は 64%にとどまり、成果 2 指標 19の達成には至っていない。研修

後 M&SV の実施率および適用率改善に向けた取り組みを継続している。 

なお、パイロット市であった DMS サン・バルトロメ・ホコテナンゴ（San Bartolome Jocotenango: 

SBJ）における適用率は、他の DMS と比較して低いが、この要因として研修実施から研修後 M&SV

開始までの期間が空いたこと、研修後 M&SV の実施率の伸びが緩やかであったことから、研修で学

んだ知識・技術を忘れ、現場の業務に活かされていないことが挙げられる。研修後、適時の M&SV

およびフォローアップを実施し、実務での学習を促進することが肝要である。 

  

 
8 DAS キチェ成果 2 指標 1：第 1・2 次ケアレベルのスタッフへの研修後、保健省の規範・規則の知識を有し、それを適

用する割合が 70%に増加する。 
9 DAS イシル成果 2 指標 1：第 1・2 次ケアレベルのスタッフへの研修後、保健省の規範・規則の知識を有し、それを適

用する割合が 80%に増加する。 
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表 4：母子保健・栄養改善研修後 M＆SV 実施率、知識・技術の適用率（2019 年 12 月末までの実績） 

DMS 
モニタリング 

予定人数 

モニタリング 

実施人数 
実施率* 

指標 2-1** 

適用率 

◆キチェ保健管区 

カニジャ 27 24 88.9% 81.5%（達成） 

チチェ 37 37 100.0% 94.6%（達成） 

チニケ 24 14 58.3% 50.0% 

ホヤバッフ 85 75 88.2% 65.9% 

パツィテ 19 19 100.0% 94.7%（達成） 

SBJ 32 26 81.3% 43.8% 

SPJ 43 42 97.7% 86.0%（達成） 

チカマン 68 58 85.3% 76.5%（達成） 

ラ・ターニャ 16 16 100.0% 93.8%（達成） 

ラ・パロキア 50 37 74.0% 70.0%（達成） 

ウスパンタン 48 48 100.0% 93.8%（達成） 

サカプラス 96 90 93.8% 82.3%（達成） 

合計/平均 545 486 89.0% 77.7%（達成） 

◆イシル保健管区 

ネバフ 132 109 82.6% 75.0% 

チャフル 96 60 62.5% 53.1% 

合計/平均 228 169 72.5% 64.1% 

*表 4 モニタリング実施率算出方法：研修受講者のうち、研修モニタリングを受けた者の割合。 

計算式：モニタリングを受けた者/（モニタリング対象者-退職者）×100 

ただし、DAS 平均は各 DMS の割合の平均値。 

**成果 2 指標 1 適用率：評価点の平均が 3.0 以上の人数/（モニタリング対象者-退職者）×100 

ただし、DAS 平均は各 DMS の割合の平均値。 

◼ 栄養教材を用いた栄養指導の強化 

プロジェクトでは、保健医療施設を訪問し、保健医療従事者から妊婦へ適切な手法で栄養カレン

ダーが配付されているのか、栄養評価が適切に実施されているのかとともに、食事の助言を主とし

た栄養指導は適切に行われているのかを確認し、栄養指導の改善と強化のための指導を継続させて

いる。健診時間中の施設では On The Job Training（OJT）を用いて、その他の施設では地区で多くみ

られる体格の妊婦の設定でシミュレーションのスキットを即興で再現してもらい、弱点と改善点を

明確にする手法を用いて技術指導を行った。おおむねベテランの准看護師では適切かつ丁寧な栄養

指導が出来ているのに対して、新人の准看護師の中では配付対象者の理解を確認しないまま一方的

な教材説明に終わってしまう人も見られた。総合的には、適正な体重増加量および絵図の示す食材

が入手できない場合の置き換えの指導が弱いことが分かった。また栄養カレンダーの配付について

は、表紙に名前を書き込み、食事回数と内容を質問して該当のチェック欄に記入してから渡すこと

を奨励している。栄養評価についても、一次保健医療施設の准看護師のなかで適切に実施できてい

る者とそうでない者の差が見られていることから、研修後モニタリング・フォローアップ活動にお

いてテリトリー看護師がこの点にも十分留意する必要がある。 
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➢ 活動 3-1「一次・二次保健医療施設と共に、コミュニティリーダーに対する母子保健・栄養研修を

実施する」 

◼ 実施済み。 

 

➢ 活動 3-2「一次・二次保健医療施設と共に、保健管区事務所の保健人材が、コミュニティリーダー

の行う栄養に重点を置いた母子保健・栄養関連のプロモーション活動の実施を促進する」 

◼ コミュニティリーダーと保健医療従事者による経験共有会の実施 

DAS キチェと DAS イシルにおいて、プロジェクトの優先コミュニティのコミュニティリーダー10

と、これらリーダーらとともに保健活動を実施する准看護師や農村保健技官（Técnico de Salud Rural: 

TSR）を対象とした、住民組織化強化に関する共有会を実施した。 

表5：経験共有会の実施に関する実績一覧 

 実施日 対象DMS 参加者数 

イシル 

保健管区 

8月14日、

16日 

ネバフ、チャフル、コッ

ツァル* 

コミュニティ担当保健医療従事者および

DMSプロモーション担当者：33名 

コミュニティリーダー：54名 

DMSネバフエデュケーター：3名 

米国平和部隊（Peace Corps）ボランティア：

1名 

キチェ 

保健管区 

8月20日 -

22日 

ウスパンタン、サカプ

ラス、ラ・ターニャ、ラ・

パロキア、チニケ、チチ

ェ、ホヤバッフ、カニジ

ャ、SPJ、パツィテ 

コミュニティ担当保健医療従事者および

DMSプロモーション担当者：36名 

コミュニティリーダー：61名 

キチェ保健管区プロモーション担当者：2名 

青年海外協力隊員（JOCV）：3名 

9月19日 チカマン コミュニティリーダー：2名 

COCODEメンバー：6名 

伝統的助産師（コマドローナ）：12名 

保健委員会メンバー：8名 

コミュニティ担当保健医療従事者および

DMSプロモーション担当者：11名 

キチェ保健管区プロモーション担当者：2名 

12月10日 SBJ コミュニティリーダー 

伝統的助産師（コマドローナ） 

保健委員会メンバー     計約150名 

DMS所長および保健医療従事者：5名 

市役所女性課：2名 

キチェ保健管区プロモーション担当者：2名 

*カウンターパートからの要請に基づき、プロジェクト対象外のDMSコッツァルの2コミュニティも招聘 

 
10 ここでいうコミュニティリーダーとは、保健委員会に所属する住民、伝統的産婆（コマドローナ）、コミュニティ開発

委員会に所属する住民（Consejos Comunitarios de Desarrollo: COCODE）などのこと。 
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この共有会は、1）コミュニティリーダーがこれまで実施してきた活動を他のコミュニティリーダ

ーと共有すること、2）コミュニティリーダーと保健医療従事者間の信頼・コミュニケーションを強

め、コミュニティでの妊婦・子どもの見守りの機能を高めることをねらいとしている。共有会では、

リーダーの役割を確認することに始まり、コミュニティにおける母子保健・栄養改善に関する課題・

強みを特定し、課題に対するこれまでの取り組みを見直すと共に、保健医療従事者、コマドローナ、

保健委員会、その他の様々なアクターとの連携の重要性が再認識された。なお、12 月 10 日の SBJ に

おける共有会は、特定非営利活動法人 AMDA 社会開発機構（AMDA-MINDS）と合同で実施した。 

 

◼ 住民参加活動の進捗・結果 

コミュニティリーダーを対象とした住民参加研修では、コミュニティごとに、1）母子保健および

栄養の課題解決のための行動計画、2）妊婦の緊急時の搬送の体制を整えるための行動計画が策定さ

れた。この計画の中には、DMS 担当者によるモニタリング活動についても記載されている。プロジ

ェクトでは、この行動計画の実施・促進をするため、DMS 担当者が各コミュニティに対して行動計

画に従ったモニタリング・フォローアップ活動を行っている。 

優先コミュニティにおけるプロモーション活動状況を表 6 に示す。キチェ保健管区プロジェクト

対象 32 コミュニティのうち 31 コミュニティで保健委員会が設立され、その内 30 コミュニティの保

健委員会は、保健医療従事者による緊急時対応のための講習を受け、妊婦の家庭訪問などの活動を

定期的に行っている。イシル保健管区においては、対象 17 コミュニティのうち、16 のコミュニティ

で保健委員会が設立され、これら 16 の保健委員会は、キチェ保健管区同様にプロモーション活動を

行っている。DMS SBJ のムルバ、DMS チカマンのラス・ヴィガス、DMS ホヤバッフのチョラシャ

フでは、保健委員会やコマドローナが妊婦の危険兆候を発見し、保健医療施設へのリファーを実施

した事例の報告も挙がっている。 

 

◼ 母子保健・栄養改善指標の分析と 2020 年の計画策定支援 

DMS ネバフでは、妊娠 12 週までの初回健診受診率など、母子保健・栄養改善指標の分析と向上

に必要な活動について検討が行われた。 

12 月 16 日、DMS ネバフにおいて各テリトリーの看護師、農村保健技官、准看護師が参加し、保

健指標の目標達成状況の分析とその経験共有、改善に向けた 2020 年の活動計画策定を行った。各テ

リトリーの担当者が、妊婦健診率、施設分娩率、子どもの成長モニタリング実施率、妊産婦死亡率、

新生児死亡率などに関し、目標達成状況とその達成状況にある背景と課題に関する発表を行った。

この発表により参加者は他のテリトリーからの学びを共有した上で、活動計画の策定を行った。好

事例の経験や計画活動の多くは、コマドローナとの連絡・情報交換、保健委員会やコミュニティ会合

を活用した啓発活動などであった。各テリトリーでは策定した活動のモニタリングについても計画

しており、テリトリーの活動とモニタリングについてはDMS プロモーション担当者が、そのテリト

リーの計画に基づいてモニタリングを行う。 
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表 6：優先コミュニティの保健委員会とその活動状況（2019 年 11 月現在） 

 

設立 活動状況

ラス・クエバス 済み 活動中 情報確認中

18の活動中のコミュニ

ティで、四半期毎の会合

実施

責任ある父性・母性、青少年期

の妊娠予防、妊婦・新生児の危

険兆候時のリファラルに関する

能力強化

調整、CAPへのリファラル、コ

ミュニティ会合におけるコマド

ローナの介入、妊産婦死亡予防

のための妊婦の家庭訪問

妊婦のリファー実施 四半期毎の会合実施

ムルバ 済み 停滞 情報確認中 情報確認中 情報確認中 情報確認中
コマドローナが分娩に際
し、妊婦をリファー

情報確認中

ロス・シミエントス 済み 活動中 情報確認中 2019年9月10日実施

責任ある父性・母性、青少年期

の妊娠予防、妊婦・新生児の危

険兆候時のリファラルに関する

能力強化

調整、CAPへのリファラル、コ

ミュニティ会合におけるコマド

ローナの介入、妊産婦死亡予防

のための妊婦の家庭訪問

妊婦の妊娠期の合併症の
ためリファー

 四半期毎の会合実施

アプフユップ 済み 活動中 情報確認中 2019年9月10日実施

責任ある父性・母性、青少年期

の妊娠予防、妊婦・新生児の危

険兆候時のリファラルに関する

能力強化

調整、CAPへのリファラル、コ

ミュニティ会合におけるコマド

ローナの介入、妊産婦死亡予防

のための妊婦の家庭訪問

分娩に際し、リファー  四半期毎の会合実施

パツィカマン 済み 活動中 情報確認中 2019年9月10日実施

責任ある父性・母性、青少年期

の妊娠予防、妊婦・新生児の危

険兆候時のリファラルに関する

能力強化

調整、CAPへのリファラル、コ

ミュニティ会合におけるコマド

ローナの介入、妊産婦死亡予防

のための妊婦の家庭訪問

分娩時および妊娠期の合
併症のため、リファー

 四半期毎の会合実施

ラ・パルマ 済み 活動中 情報確認中 2019年9月10日実施

責任ある父性・母性、青少年期

の妊娠予防、妊婦・新生児の危

険兆候時のリファラルに関する

能力強化

調整、CAPへのリファラル、コ

ミュニティ会合におけるコマド

ローナの介入、妊産婦死亡予防

のための妊婦の家庭訪問

分娩時および妊娠期の合
併症、分娩後のリファー

 四半期毎の会合実施

アシエンダ 済み 活動中 情報確認中 2019年9月10日実施

責任ある父性・母性、青少年期

の妊娠予防、妊婦・新生児の危

険兆候時のリファラルに関する

能力強化

調整、CAPへのリファラル、コ

ミュニティ会合におけるコマド

ローナの介入、妊産婦死亡予防

のための妊婦の家庭訪問

分娩開始時のリファー  四半期毎の会合実施

ラス・カノアス 済み 活動中 済み 2019年9月10日実施

責任ある父性・母性、青少年期

の妊娠予防、妊婦・新生児の危

険兆候時のリファラルに関する

能力強化

調整、CAPへのリファラル、コ

ミュニティ会合におけるコマド

ローナの介入、妊産婦死亡予防

のための妊婦の家庭訪問

分娩時のリファー  四半期毎の会合実施

キエフチェ 済み 活動中 情報確認中 2019年9月10日実施

責任ある父性・母性、青少年期

の妊娠予防、妊婦・新生児の危

険兆候時のリファラルに関する

能力強化

調整、CAPへのリファラル、コ

ミュニティ会合におけるコマド

ローナの介入、妊産婦死亡予防

のための妊婦の家庭訪問

分娩時のリファー  四半期毎の会合実施

シェテマバッフI 済み 活動中 情報確認中 2019年9月10日実施

責任ある父性・母性、青少年期

の妊娠予防、妊婦・新生児の危

険兆候時のリファラルに関する

能力強化

調整、CAPへのリファラル、コ

ミュニティ会合におけるコマド

ローナの介入、妊産婦死亡予防

のための妊婦の家庭訪問

分娩時のリファー  四半期毎の会合実施

保健委員会による活動
（2019年9月から11月末ま

で）

リファラルの実施 予定されている計画

サン・バルトロ
メ・ホコテナンド

成果3指標1
コミュニティ会合に
おける母子保健・栄
養に係るプロモー
ション活動の実施

成果3指標2

母子保健・栄養に特化した
リスク要因の解決に向けた
コミュニティ組織化に関す

る活動の実施

◆キチェ保健管区

DMS コミュニティ

保健委員会 コミュニ
ティ緊急計
画の更新
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設立 活動状況

チニケ ポトレロ・ビエホ 済み 活動中 情報確認中
2019年3月6日、2019年7月24

日実施
情報確認中

3月6日：保健委員会との会合を

通じて、緊急時対応可能な車両
所有者の確認、6月19日：保健委

員会メンバーとの自然医学に関
する講話の日程設定、7月24日：

保健委員会およびコミュニティ
住民を対象とした自然医学に関
する講話

なし 情報確認中

チュポッフII 済み 停滞 未更新 実施なし 実施なし 実施なし 情報確認中 研修

サンフランシスコ 済み 活動中 済み 実施なし 実施なし プロモーション 情報確認中 研修

イエルバ・ブエナ 済み 情報確認中 更新 実施済み 実施
コミュニティ会合、家庭訪問、
妊婦への講習、保健に関する活
動の支援

実施なし 情報確認中

タブレロ 済み 情報確認中 更新 実施済み 実施
コミュニティ会合、家庭訪問、
妊婦への講習、活動のコーディ
ネーション

実施なし 情報確認中

パラショモロル 済み 活動中 未更新 実施なし 実施なし 実施なし 実施なし 保健委員会との会議

チュイコノップ 未設立 なし 未更新 実施なし 実施なし 実施なし 実施なし

コミュニティ会合実施の
ためのコミュニティリー
ダーとのコーディネー
ション

サンフユ 済み 活動中 更新 実施なし 実施なし 実施なし 実施なし 保健委員会との会議

チョラシャフ 済み 活動中 未更新 2019年 11月6日実施
実施（コミュニティ会合におい
て、保健委員会が女性に対し、
産前健診受診への啓発）

保健プロモーション、保健のリ
ソース活動に関する住民への啓
発

あり：保健委員会が危険
兆候を把握  (子癇前症の

発症)

コミュニティ会合におけ
る参加のフォローアップ

ポルトゥゲス 済み 活動中 更新 実施なし 実施 毎月のコミュニティ会合実施 あり
コミュニティ会合におけ
る参加のフォローアップ

パツィテ

ホヤバッフ

保健委員会による活動
（2019年9月から11月末ま

で）

リファラルの実施 予定されている計画

チチェ

成果3指標1
コミュニティ会合に
おける母子保健・栄
養に係るプロモー
ション活動の実施

成果3指標2

母子保健・栄養に特化した
リスク要因の解決に向けた
コミュニティ組織化に関す

る活動の実施

カニジャ

DMS コミュニティ

保健委員会 コミュニ
ティ緊急計
画の更新



PM Form 3-1 Monitoring Sheet Summary 

 14 

 

設立 活動状況

ラ・モンターニャI 済み 活動中 未更新

実施
1. 栄養、母子保健、妊産

婦死亡に関する現状共有
2. コミュニティ保健セン

ターにおけるコマドロー
ナ対象の月例研修（妊娠
中危険兆候、、ハイリス
ク妊娠、家族用緊急計
画、4つの遅れ）。

3.適切な食物に関する学童

の母親への講話。
4. 10歳以上の子供への鉄剤

および葉酸の補給

月例の、子どもの成長モニタリ
ング（身長・体重測定）、予防
接種、微量栄養素補給、産前健
診および、キャンペーンへの支
援

5件のリファー実施 2020年1月に計画策定。

チュイツァリックI 済み 活動中 未更新

2019年6月実施

1. 栄養、母子保健、妊産

婦死亡に関する現状共有
2. コミュニティ保健セン

ターにおけるコマドロー
ナ対象の月例研修（妊娠
中危険兆候、、ハイリス
ク妊娠、家族用緊急計
画、4つの遅れ）。

3.適切な食物に関する学童

の母親への講話。
4. 10歳以上の子供への鉄剤

および葉酸の補給
2019年7月実施

市役所において250名の母

親が参加する活動を実施
（妊産婦および6か月以上

の子どもへの栄養、予防
接種、家族計画、子宮頸
がん検査）。この活動は
セーブ・ザ・チルドレン
（NGO）との調整による

もの。
2019年8月実施

市中央公園にいて、母親
グループに対する母乳育
児啓発を実施。この活動
は、CARE（NGO）の支援

を得て、母親の参加の促
進のために賞品を提供。

月例の、子どもの成長モニタリ
ング（身長・体重測定）、予防
接種、微量栄養素補給、産前健
診および、キャンペーンへの支
援
妊産婦、新生児、栄養不良児の
月例訪問への同行

実施なし 2020年1月に計画策定。

サン・マルコス・エル・ト

リウンフォ
済み 活動中

バニャデロ 済み 活動中

モンテクリスト 済み 活動中

ラ・ターニャ 済み 活動中

カラコル 済み 活動中 更新 2019年4月4日実施 実施
コミュニティ会合、家庭訪問、
経験共有、保健委員会メンバー
との会合

情報確認中
計画した活動のフォロー
アップ

キザチャル 済み 活動中 更新 3月実施 実施
コミュニティ会合、受診拒否家
族訪問、保健委員会に対する講
習、経験共有

情報確認中
計画した活動のフォロー
アップ

優先コミュニティ以外の、サン
タバルII、ラス・ロサス、サン・

パブロL.D、ツジルにおいて実施

ラ・パロキア

ラ・ターニャ

情報確認中

情報確認中

情報確認中

情報確認中

ウスパンタン

サン・ペドロ・ホ
コピラス

保健委員会による活動
（2019年9月から11月末ま

で）

リファラルの実施 予定されている計画

成果3指標1
コミュニティ会合に
おける母子保健・栄
養に係るプロモー
ション活動の実施

成果3指標2

母子保健・栄養に特化した
リスク要因の解決に向けた
コミュニティ組織化に関す

る活動の実施

DMS コミュニティ

保健委員会 コミュニ
ティ緊急計
画の更新
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設立 活動状況

シェカグイ 済み 活動中 更新

保健委員会への役割に対
する講習  2019年7月18日実

施
実施 ディプロマ講習 なし

患者のフォローアップ、
保健委員会との家庭訪
問・会合

ラス・ヴィガス 済み 活動中 更新 2019年8月30日に会合実施 実施 (コミュニティ共同）資金調達

双子の妊婦、事前に計画

されていた帝王切開の

ケースにおいて、保健委

員会が病院へリファラル

実施（胎児一人が既に死

亡）

コミュニティ保健セン
ター継続のための(コ
ミュニティ共同）資金調
達

チュビリル 済み 活動中 更新 実施済み 実施
コミュニティ会合、家庭訪問、
妊婦への講習・保健活動の支援

なし 情報確認中

パカグイッシュ 済み 活動中 更新 実施済み 実施
コミュニティ会合、家庭訪問、
妊婦への講習・保健活動の支援

なし 情報確認中

チカマン

サカプラス

保健委員会による活動
（2019年9月から11月末ま

で）

リファラルの実施 予定されている計画

成果3指標1
コミュニティ会合に
おける母子保健・栄
養に係るプロモー
ション活動の実施

成果3指標2

母子保健・栄養に特化した
リスク要因の解決に向けた
コミュニティ組織化に関す

る活動の実施

DMS コミュニティ

保健委員会 コミュニ
ティ緊急計
画の更新



PM Form 3-1 Monitoring Sheet Summary 

 16 

 

 

設立 活動状況

シェママツェ 済み 活動中 情報確認中 実施済み 実施済み 情報確認中 情報確認中 情報確認中

サルキリート 済み 活動中 情報確認中 未実施

家庭訪問を通じた妊婦の特定・フォ
ロー、妊婦・コマドローナサークル、施
設分娩の促進、成長モニタリング、予
防接種

7月に保健委員会が設立、コマドロー
ナとの合同会合実施

情報確認中 コミュニティ会合開催

シェビッツ 済み 活動中 情報確認中
コミュニティ会合において、住民
に対し、緊急計画の説明、保健
委員会の紹介

コマドローナに対し、危険兆候、4つ
の遅れ、分娩時のケア、新生児のケ
アについての講習実施

情報確認中 情報確認中 情報確認中

ションカ 済み 活動中 情報確認中 実施済み
コマドローナに対し、危険兆候、4つ
の遅れ、分娩時のケア、新生児のケ
アについての講習実施

情報確認中 情報確認中 情報確認中

ショラクル 未設立 なし 情報確認中 未実施 妊婦サークル、コマドローナとの会合 情報確認中 情報確認中 情報確認中

シェシュカップ 済み 活動中 情報確認中 実施済み
コマドローナおよび保健委員会に対
し、安全なお産に関する説明

保健委員会に対し、緊急時の対応強
化のため、会合実施

情報確認中 情報確認中

シェピウン 済み 活動中 情報確認中 実施済み 実施済み 情報確認中 情報確認中 情報確認中

ケフ・チップ 済み 活動中 情報確認中 実施済み
妊婦・母親との会合、妊婦の家庭訪
問

保健委員会に対し、子供の成長モニ
タリングの重要性に関する講話実施

情報確認中 情報確認中

ビカルラマ 済み 活動中 情報確認中 実施済み
保健委員会、コマドローナ、妊婦・母
親に対し、緊急計画、4つの遅れ、健
康な子供の成長に関する講話実施

保健委員会に対し、緊急計画、5つ
の遅れ、健康な子供の成長に関する
講話実施

情報確認中 情報確認中

トラピチートス 済み 活動中 情報確認中 未実施

コミュニティリーダー、母親、コマドロー
ナに対する手洗い、健康的な食事の
準備、予防接種の重要性に対する講
話実施

情報確認中 情報確認中
プロモーションのフォロー
アップ

シェコッツ 済み 活動中 情報確認中 実施済み
コミュニティリーダー、保健委員会、
COCODEに対して、予防接種の結果
共有、受診拒否の家族の特定

コミュニティリーダー、保健委員会、
COCODEに対して、予防接種の結
果共有、受診拒否の家族の特定

情報確認中 情報確認中

ラ・ピスタ 済み 活動中 情報確認中 実施済み
コマドローナおよび保健委員会に対
し、安全なお産に関する説明

保健委員会に対し、緊急時の対応強
化のため、会合実施

情報確認中 情報確認中

保健委員会による活動
（2019年9月から11月末ま

で）
リファラルの実施 予定されている計画

ネバフ

DMS コミュニティ

保健委員会 コミュニティ
緊急計画の

更新

成果3指標1
コミュニティ会合における
母子保健・栄養に係るプ
ロモーション活動の実施

成果3指標2
母子保健・栄養に特化したリ
スク要因の解決に向けたコミュ
ニティ組織化に関する活動の

実施

◆イシル保健管区
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設立 活動状況

市中心部 設立 活動中 情報確認中 実施済み 実施中 情報確認中 情報確認中 情報確認中

チェル 設立 活動中 情報確認中 実施済み
実施中（コミュニティリーダー・妊婦に対す
る産前健診・家族計画の啓発）

情報確認中 情報確認中 情報確認中

イロム 設立 活動中 情報確認中 情報確認中
実施中（妊婦サークル、手洗い、栄養ある
食材の摂取に関する講話実施）

情報確認中 情報確認中 情報確認中

エストレージャ・ポラール 設立 活動中 情報確認中

実施済み（コミュニティリーダー、コマド
ローナ、保健委員会と共に、コミュニ
ティ会合の機会を用いて、保健医療
サービスの利用促進）

実施中 情報確認中 情報確認中 情報確認中

ソッチル 済み 活動中 更新済み 実施済み
実施中（妊婦サークル、手洗い、栄養ある
食材の摂取に関する講話実施）

情報確認中 情報確認中 情報確認中

保健委員会による活動
（2019年9月から11月末

まで）
リファラルの実施 予定されている計画

チャフル

DMS コミュニティ

保健委員会 コミュニティ
緊急計画の

更新

成果3指標1
コミュニティ会合における母子
保健・栄養に係るプロモーショ

ン活動の実施

成果3指標2
母子保健・栄養に特化したリスク
要因の解決に向けたコミュニティ
組織化に関する活動の実施
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➢ 活動 4-1「プロジェクトによる改善と成果を正確に検証する」 

活動 4-2「保健省が開催する会議でプロジェクトのグッドプラクティスを発表する」 

活動 4-3「プロジェクトのグッドプラクティスを周辺国に発信する」 

 

◼ 国際保健医療学会での報告 

12 月 7 日と 8 日に開催された第 34 回日本国際保健医療学会学術大会（会場：三重大学）におい

て、一般講演発表を行った（演題：グアテマラにおける妊娠期の食事及び補完食に関する視覚教材の

有用性について）。  

本プロジェクトで開発した視覚教材（フードモデルと写真教材）の有用性を検証する目的で実施

した栄養教育後の聞き取り調査結果を発表した。発表後には、「フードモデル作製過程の困難や喜

びなどどのようだったか」、「視覚媒体による理解度を測るには、写真を見せるよりも実物を見せて

検証する方が、バイアスがかからなかったのではないか。実物を使わなかったのはなぜか」等の質

問をいただき、木製も含めたフードモデル作製過程の様子と、検証調査では限られた日程時間場所

などで実物用意は困難であり、理解度を測る質問項目は写真を選ぶ以外にも複数あったことを説明

した。 

 

◼ エンドライン調査の実施 

プロジェクトでは、プロジェクト目標達成状況、各種投入を通じた成果達成を分析・評価するため

に、再委託によるエンドライン調査を実施している。 

9 月にエンドライン調査に必要な質問票の見直しを開始し、10 月 15 日までに質問票の最終案作成

と調査方法の設計を行った。現地 10 月 16 日に公示指示書を大学、個人コンサルタント、コンサル

タント企業等に発出し、同 11 月 7 日正午にプロポーザルの提出を締め切った。現地のコンサルタン

ト会社 1 社がプロポーザルを提出し、JICA グアテマラ事務所、DAS キチェ、DAS イシル、日本人

専門家の計 5 名でプロポーザルの審査を行った結果、評価基準を満たしていたため契約交渉を行っ

た。選定の経緯および契約などについては、JICA 本部および JICA グアテマラ事務所と適宜情報共

有を行った。この経緯・内容については、JICA 本部へ打合簿を持って報告した。 

11 月 25 日にエンドライン調査再委託契約を行い、調査全体の方針や調査票、データ入力フォーマ

ットの確認などの準備を行った。12 月 2 と 3 日には再委託先による調査員研修が実施され、12 月 4

日より家庭訪問による調査が開始された。プロジェクトからは、DAS に対して再委託先の業務計画

を共有するとともに、調査対象となる DMS や保健医療施設への協力依頼レターの作成を依頼した。

このレターが発出されたことで、現場での大きな混乱もなく調査が開始された。プロジェクト日本

人専門家および現地コンサルタントは、適宜現地に出向き、調査の質の確認を行っている。調査は、

クリスマスや年末の時期において、家庭での調査受け入れや保健医療従事者との日程調整が困難に

なったことから、12 月 17 日に一旦終了した。続きは、1 月 2 日から開始される予定である。表 7 に、

12 月 17 日までの調査進捗状況をまとめたものを示した。 
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表 7：エンドライン調査進捗状況（2019 年 12 月 18 日現在） 

DMS 日程 

コミュ

ニティ

数 

調査対象者別数 

妊婦 

妊娠中期 

妊婦 

妊娠後期 

6 か月未満 

母親 

（家族） 

6-23 か月児 

母親 

（家族） 

24-59 か月児 

母親（家族） 

◆キチェ保健管区 

チカマン 

計画 

12 月 

4-14 日 
10 46 46 92 92 46 

実績 

12 月 

4-13 日 
14 42 35 83 97 54 

◆イシル保健管区 

チャフル 

計画 

12 月 

16-18 日 
6 9 9 18 18 9 

実績 

12 月 

16-17 日 
4 7 7 15 15 7 

*不足サンプルについては、1 月 2 日より調査再開をして補充する。なお、12 月 18 日はチャフル市の天候不
良で家庭での受け入れが難しい状況になったため、調査中止の判断を取った。 

 

➢ 本邦研修で作成された行動計画の実施と支援 

◼ 帰国研修員による活動の実施 

プロジェクトでは、本邦研修帰国研修員の帰国後の活動支援を継続した。表 8 は、帰国研修員に

より実施された活動の一覧である。 

表8：帰国研修員により実施された活動 

帰国研修員所属先 実施時期 内容 

DMSチャフル 7月、8月 補完食教室 

DMSホヤバッフ 7月、8月 補完食教室 

DMSウスパンタン 7月下旬 パパ・ママ教室 

DMSチチェ 8月上旬 健康フェア 

DASイシル（DMSチャフル、DMSコツァル） 8月上旬 健康フェア 

DASイシル（DMSネバフ） 8月上旬 健康フェア 

DMSチカマン 9月上旬 
健康フェア 

栄養教室 

DMSラ・ターニャ 9月下旬 妊婦クラブ 

 

◼ DAS キチェにおける本邦研修の学びや経験の共有 

DAS キチェでは、帰国研修員による本邦研修の学びや経験の共有と今後の活動計画の協議が行わ

れた。12 月 12 日、キチェ保健管区内の本邦研修参加者が参加し、本邦研修の学びや経験の共有と今

後の活動計画の協議が行われた。まずは 2017 年と 2019 年の参加者グループに分かれて、それぞれ

の本邦研修の学びや経験について発表を行い、共通する内容や気づきなどについて共有した。その



PM Form 3-1 Monitoring Sheet Summary 

 20 

後、今後の活動についてブレインストーミングが行われた。ブレインストーミングではアイディア

を出すとともに、そのアイディアに関連し、かつ行動計画に従って既に実施した活動の成果や課題

についての意見交換が行われた。その結果、以下の 6 つの活動から開始することで合意した。今後、

その手法などについて意見交換を通して具体化し、帰国研修員各々が活動の詳細内容や計画を作成

することとなった。今後の意見交換や共有は電子メールベースで行われ、2020 年 1 月からの活動開

始を予定し、準備が進められる。 

① CAP におけるサービス向上のための行動変容に関する研修（参加者によるブレインストーミン

グなども含む） 

② 産婦健診におけるパパ・ママ教室 

③ 両親教室（補完食デモンストレーション、成長発達モニタリング、早期発達、微量栄養素の重

要性などを含む） 

④ 健康フェア 

⑤ アドボカシーおよび管理（DMS 所長や CAP 人材の巻き込み支援、帰国研修員へのフォローア

ップ会議、DAS キチェにおける開発支援パートナー会議での共有） 

⑥ M&SV および技術支援（DAS キチェ所属の帰国研修が、担当する DMS を決めて M&SV と技

術支援を行う） 

 

➢ 広報活動 

◼ ラジオを通じた保健情報の啓発と広報 

プロジェクトでは、保健情報に関する啓発のために、ラジオ放送を支援実施している。この放送

は、DAS キチェの保健サービス提供責任者が主体となり、プロモーション担当とともに進めている。

具体的には、ラジオ局 La Voz de Los Celajes （FM 96.3）を活用した 30 秒のラジオスポット広告（1

日 4 回。スペイン語）と毎週木曜日午後 4 時より 30 分のラジオ番組の放送を支援している。11 月

21 日に行われたプロモーション担当者会議において、各 DMS からの参加があったことからラジオ

番組についての情報共有を行うとともに、各保健医療施設においてラジオ番組を流してもらうこと、

住民に広報することとした。また、より住民が興味を持てるような工夫、アイディアを募り、各 DMS

から参加の意向なども確認した。 

 

1-3 成果の達成状況 

◼ プロジェクトモニタリングシート PM Form3-2（添付資料） 

成果は、ほぼ達成されている。 

成果 1 については、2019 年 11 月末現在までに指標 1、2 ともに、ほぼ達成されている。DAS キチ

ェでは、運営管理業務の強化を目的に、2019 年 11 月末までに M&SV 計画、活動実施状況、ツール

の見直しが行われた。この過程では、保健管区事務所レベルの M&SV チームが各 DMS で実施して

いる M&SV 活動の結果とともに、M&SV 活動自体についての振り返りも実施された。この振り返り

により、M&SV のツールが、現場のニーズに対応した内容へと改訂された。すなわち、Plan（計画）、 

Do（実行）、 Check（評価）、Act（改善）といった PDCA のサイクルにより、業務が改善されたと考

えられ、これを継続的に繰り返すことで保健サービスの供給と質の継続的な改善へとつなげる基盤
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となった。引き続き 2020 年も、改訂ツールの使用による M&SV 活動が計画されている。 

DAS イシルについては、活動開始当初には、週疫学監視情報の集計を行うことにとどまっていた

が、現在はグラフや地図などを用いながら視覚的に情報を整理し、要因等を分析しながらそれに基

づく活動計画へとつなげている。また、これを実施する DMS レベルにおいて、担当者間の意見交換

を通した改善も図られている。 

成果 2 についても、2019 年 11 月末現在までにほぼ達成されている。特に指標 1 において、「第一

次・第二次ケアレベルのスタッフへの研修後、保健省の規範・規則 の知識を有し、それを適用する

割合の増加（70％の達成）」を目標としているが、この点ついては、CP にも受け入れられる M&SV

体制を提案・実施したことで、いくつかの DMS において適応率の上昇がみられた。更には、数値の

上昇だけなく、研修と M&SV の実施方法の基盤づくりも強化されたと考えられる。具体的には、テ

リトリー看護師が研修のファシリテーターとなりカスケード方式による研修を実施、そして、研修

後は、同テリトリー看護師が准看護師等への M&SV 活動とその M&SV 活動の結果に基づく更なる

准看護師等へのフォローアップを実施している。つまり、研修や M&SV 活動において、テリトリー

看護師を核とした人材育成方法が有効であることが、これまでのプロジェクト活動を通じて検証さ

れた。 

成果 3 についても、2019 年 11 月末現在までに、ほぼ達成されている。当該モニタリング期間（2019

年 7 月から 12 月）は、保健省本省主導の予防接種強化月間などにあてられたことから、各コミュニ

ティに対して予防接種などのヘルスプロモーション活動への協力要請があった。保健委員会に参加

をする多くの住民が、こうしたヘルスプロモーション活動に協力をした。この活動協力により、一例

として予防接種率の目標等が達成されたことは、保健医療従事者とコミュニティリーダーとの情報

共有・連携が円滑に行われた結果と推定される。一方で、コミュニティによっては、保健委員会のメ

ンバーが 1 年毎に交代となる場合もあり、各 DMS は新規メンバー等への研修を含め、コミュニティ

住民の持続的な保健活動への参加を強化していく必要がある。 

 

 

1-4 プロジェクト目標の達成状況 

◼ プロジェクトモニタリングシート PM Form3-2（添付資料） 

プロジェクト目標について、母子保健分野で目標達成が見込めない指標がある。目標達成が難し

い指標は指標１の妊産婦健診や指標 2 の施設分娩などであり、これらは地域に根付く文化や習慣、

行動変容に依存している。コミュニティ内の見守り強化と、保健医療従事者とコミュニティリーダ

ー等の情報共有を通した連携により住民の認識を高める活動を促進すること対応策を進めてきたが、

この活動が実際の指標に数値とあらわれるまでにはまだ時間を要する。 

  



PM Form 3-1 Monitoring Sheet Summary 

 22 

 

◼ DAC5 項目評価の視点によるプロジェクトの評価 

DAC5 項目評価の視点によるプロジェクトの評価は、以下の通りである。 

 

妥当性：高い。 

モニタリングシート Ver. 6 から当該国の開発政策、上位計画、ニーズ等との整合性に変更

はなく、グアテマラ国側の政策等「長期開発計画「K’atun（カトゥン）2032」、「国家保健

戦略計画（2014-2019 年）」、「保健政策 2014-2019」、「慢性栄養不良予防のための国家戦略

2016-2020」で述べられている重点分野や課題とプロジェクトとの整合性は図られている。

また、わが国の対グアテマラ国別援助方針との整合性が高い点についても変更はない。 

有効性：中程度と判断する。 

モニタリングシートVer. 6からプロジェクト目標の適切性や目標達成見込みに変更はない。

プロジェクト目標は、母子保健・栄養サービスの改善度合を定量的に示すものであり、プ

ロジェクトの成果である保健管区事務所の母子保健・栄養サービスの運営能力向上（成果

1）、一次および二次保健医療施設の母子保健・栄養サービス改善（成果 2）、母子保健・栄

養に関するコミュニティリーダー活動の参加向上（成果 3）の発現により、プロジェクト

目標達成が可能となる。その一方で、プロジェクト目標達成のためには、成果の発現が継

続されること必要である。加えて、保健管区事務所が提出する保健情報も適切な情報収集

が行われなければ、PDM 指標の進捗を十分に把握することができない。2019 年 11 月末時

点で、研修による保健医療従事者の母子保健・栄養改善サービス提供のための知識や技術

の向上とともに、保健省の指標かつプロジェクト指標を計測するための必要なデータの収

集の改善が図られた。保健省が収集していないプロジェクト独自の指標については、保健

省も必要性を認識していることから、保健省の公式指標として採用される可能性も高い。

そのため、プロジェクトからの経験の共有と、CP への適切な支援を継続する。 

効率性：やや高いと判断する。 

プロジェクトでは、研修の実施においてカスケード方式を採用し、DAS の各プログラム担

当者や DMS に所属するテリトリー看護師らをファシリテーターやモニタリング実施者と

して活用したことにより、外部講師等を雇用することなく研修コストを抑えることに取り

組んだ。また、研修後には、こうしたファシリテーターの役割をもつ人材が、各担当 DMS

において適時かつきめ細やかな実地指導を行った。このように、現場の人材資源を十分に

活用するといった効率性に配慮したプロジェクトの取り組みが、保健医療従事者の技術改

善に貢献し、結果として母子保健・栄養サービス提供能力の向上（成果 2）に貢献した。 

また、投入された医療機材については、適宜活用されていることも確認できている。DAS

では、機材が供与されたのち、使用方法に関する説明会や診断のための研修を実施し、現

場における早期の活用に努めている。一方で、2018 年度に供与を計画していたものが 2019

年度に供与されるという遅れがみられた。特に超音波診断機器や新生児心拍計測器などの

大型機材については、プロジェクトの上位目標である妊産婦死亡や新生児死亡低減に貢献

する機材であり、供与の遅れがプロジェクト活動に影響したことは、将来的な技術協力プ
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ロジェクトの実施における教訓の 1 つである。これら機材は、プロジェクト終了後の上位

目標達成に向けてさらなる活用が期待され、プロジェクトは継続して支援する必要がある、 

インパクト：現状、十分とは言えないが、発現の可能性がある。 

プロジェクトでは、技術協力の実施によるインパクトとして、PDM の上位目標である「キ

チェ県において妊産婦と 5 歳未満児の健康・栄養状態が改善される」ことをめざしている。 

この達成を計測するために、妊産婦死亡率の低減（指標 1）、新生児死亡率の低減（指標 2）、

5 歳児未満児死亡率の低減（指標 3）、低出生体重児の低減（指標 4）、慢性栄養不良の低減

（指標 5）が設定されている。上位目標は、2019 年 11 月末現在で達成されている指標もあ

ること、上位目標達成への方策を明確化したことからも、正のインパクトの発現の可能性

があると判断した。 

また、プロジェクト実施によるインパクトは、普及のための方策が計画されているか否か

という観点からも検証されるが、現状としては保健省あるいは DAS による検討は十分と

は言えない。一方で、プロジェクト活動の良好な効果として、モニタリングシート Ver.6 で

も報告済みのとおり、プロジェクト対象地域外への経験共有やプロジェクトで開発された

教材の普及の意向が DAS より示されてきていることである。この点で、将来的にプロジェ

クト活動の成果が他市にも普及される可能性があることから、プロジェクトのインパクト

の発現が見込まれる。またその他にもプラスの影響として、保健情報の収集・整理に関す

る能力向上が挙げられる。プロジェクトでは、活動開始当時より、PDM 指標に関する保健

情報の収集や整理を DAS に所属する担当者とともに丁寧に行ってきた。保健情報の収集

と整理については、プロジェクトが達成すべき主要項目ではないものの、こうした取り組

みが CP の運営管理能力の向上に貢献した。CP からは他プロジェクトの形成や実施におい

ても、以前よりも保健情報を正確に取り扱えつつあるという声が聞かれている。 

持続性：現時点では中程度である。 

【政策・制度】モニタリングシート Ver. 6 からの変更はない。 

2019 年 11 月時点の情報では、2020 年 1 月発足する新政権においても、汎米保健機構の

イニシアティブの下、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ実現にむけたプライマリ・ヘル

ス・ケアの促進が継続して取り組まれる方針である。また、開発支援パートナーと新政権

の保健省主要職との共有・意見聴取により作成された、新栄養戦略（Cruzada Nacional por la 

Nutrición）が発表され、妊産婦と子どもの栄養改善への取り組みが継続される見込みであ

る。 

【技術】プロジェクトで開発された栄養改善教材は、保健省において承認を受けた教材とし

て継続使用が可能であり、加えて開発支援パートナーからも高い関心が示されている。ま

た、保健医療従事者が必要な技術を維持ししていくためには、既存の教育組織（例：人材

育成委員会）があることやテリトリー看護師が年間教育計画を立案することになっている

といった既存の教育体制があることも強みである。教材の継続使用に際し、保健省では教

材を印刷するための財源の確保が課題となっているが、開発支援パートナーからの教材印

刷支援や開発支援パートナーの実施するプロジェクトでの印刷・活用の可能性を示唆して

いる。プロジェクトで開発・改善された教材の活用について、人材育成研修などが持続的
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に実施されるために、中長期的な人材育成計画と財源の確保が必要である。教材印刷・活

用と同様に開発支援パートナーと連携することで、知識・技術の定着の可能性が高まる。 

【組織・体制】プロジェクト実施の研修後、DMS おける新規入職者への研修は独自の予算

で実施することとしている。研修の実施体制は、カスケード式の研修方法により育成され

たファシリテーターが、その後の現場におけるフォローアップにおける責任者としても育

成され、担当地域における研修の実施を継続できる体制として構築されている。2020 年 1

月に新政権が発足することから、キチェならびにイシル保健管区事務所や各市保健管区事

務所における人事交代の可能性が高い。プロジェクト終了後の活動を円滑に実施・持続し

ていく組織能力については、継続して注視していく必要がある。 

【財政】モニタリングシート Ver. 6 からの変更はなく、保健省による人材育成研修に必要な

資金の確保については十分な見通しはない。プロジェクト終了後に研修を継続して実施す

る可能性についても継続して課題として残されていることからも、新政権発足後に、予算

計画などについての確認を行う必要がある。 

 

1-5 リスク変化とその対処 

◼ 指標情報に関するリスク 

PDM 指標の達成状況を確認するために、毎月、各 DAS から指標情報を収集している。また、プ

ロジェクトでは、DAS と指標の計算式を確認した上で情報収集・指標計算用フォーマットを作成し、

指標数値を算出している。しかしながら、DAS からの情報を入力して指標数値を算出したところ、

保健省本省と数値が大きく異なることが分かり、CP とデータの見直しを繰り返し行った。その中で

いくつかの課題が見つかった。 

① 指標の数式の中で主に分母として使用している人口データについて、保健省の各部署（課題

プログラム）により出典（数値）が異なるといった課題。例えば、出生児数となっているとこ

ろ、正確な登録出生児数を用いるのではなく、保健省の推定出生児数あるいはグアテマラ国

立統計局（Instituto Nacional de Estadística: INE）の出生児数など、各部署によって決められた

出典のデータを使用している。また、DAS によっても出典は異なる。 

② プロジェクトが 2018 年および 2019 年 2 月の運営委員会で確認した指標定義・数式と、保健

省が使用しているものが異なる。 

③ プロジェクトが作成した情報収集・指標計算用フォーマットへのデータ入力が、正確に行わ

れていない、また不足が散見される。 

④ プロジェクト独自の指標があり、指標定義の理解の再確認が必要となった。理由は理解が十

分でなかった、記憶違い、担当者が交代して引継ぎがされていないなどであった。  

これらの課題に対し、プロジェクトでは、保健省の指標定義及び、数式の入手、また、保健省公式

データの入手（プロジェクト収集データとの比較用）を行った。加えて、各プログラム担当者とデー

タ、指標、数式の定義の確認・共有を再度行った。 

DAS キチェでは、保健省の指標定義と数式の確認をした一方で、プロジェクトが入手したデータ

を用いて計算をすると保健省公式データとのかい離が見られることから、人口基礎データがどのよ

うな数値を使っているのかなど、基礎データの再確認を行った。DAS イシルにおいては、リプロダ
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クティブヘルス課とプロモーション課のデータに齟齬があり両者による照合の必要性がある。 

前述した課題の④にある担当者が交代してしまい、引継ぎがされていない点については、過去の

指標情報がない、あるいは、情報の不一致があることも分かった。これは、PDM にあるベースライ

ン値の信頼性が疑問視されることにつながる。 

なお、プロジェクト指標の中にはグアテマラ保健省のみならず日本でも収集されていない特殊な

もの（例えば、適切な体重増加が認められる妊婦の割合）があり、プロジェクト開始時から各 DAS

で別途情報フォーマットを作成するなどして、各DMSへ、各DMSから各担当者職員へ指示を出し、

データを収集している。しかし、この指示も適切に守られていない場合が多く、情報が上がってこな

い例も見られる。なお、プロジェクト独特の指標については、CP 側としては、保健指標として重要

であると認識しており、保健省の指標として内包化したかたちで、今後も収集が継続されることを

望んでいる。 

 

◼ 研修を受けた人材の定着 

上記 1-4 プロジェクト目標の達成状況の持続性の項との関連が高く、1-3 成果の達成状況の DAC5

項目評価の効率性においても記載した研修を受けた人材について、2020 年 1 月の新政権発足後、キ

チェならびにイシル保健管区事務所や各市保健管区事務所における人事交代に伴い、当人材が異動

になる可能性が高い。人事に関しては、プロジェクト側として直接的な介入が出来ないものの、プロ

ジェクトの研修受講者を中心とした活動の継続に向け、必要な支援を継続させる。 

 

◼ 新体制発足にかかる影響 

新体制発足後は、新しく就任すした保健省関係者に対して速やかにプロジェクトの説明を行うと

ともに、プロジェクト終了後も活動継続が円滑に進められるように関係者との密なコミュニケーシ

ョンを図る必要がある。 

 

1-6 JICA により取られた方策の進捗状況 

該当なし 

 

1-7 グアテマラ国により取られた方策の進捗状況 

該当なし 

 

1-8 環境社会配慮の進捗状況 

該当なし 

 

1-9 ジェンダー、平和構築、貧困削減における配慮の進捗 

妊産婦死亡症例の要因にはマチズモ（男性優位主義）や年配者優位の社会背景があり、妊婦が自らの意

思で保健医療施設での妊婦健診を受診するあるいは施設分娩を選択するなどの行動変容のために家庭内

で決定権のある人物からも十分に理解を得ることが必要である。プロジェクトでは、本邦研修で日本に

おける妊娠および出産への男性や家族の参加を学んだ帰国研修員とともに、男性や家庭内の年配者の巻
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き込みなどを促進する活動を計画・実施している。 

 

1-10 その他、プロジェクトに影響を与える特記/考慮すべき事項（例えば他の JICAのプロジェクト、

カウンターパートの活動、他のドナー、民間部門、などの NGO） 

◼ 新政府の栄養戦略 

12 月 18 日、次期大統領から新栄養戦略案が承認された。これは、食料安全保障・栄養・地域開発

にかかわる開発支援パートナー会議の関係者が、新政府の栄養戦略を提案すべく作業を行い、その

中で保健省の主要職との共有・意見聴取が行われてきた。新栄養戦略案（Cruzada Nacional por la 

Nutrición）は保健省が主幹となり、食糧安全保障栄養庁、農牧省、教育省などマルチセクターの取り

組みが想定されている。優先事項と行動ラインは、以下の通りである。 

・優先事項； 

① プライマリ・ヘルス・ケア強化を通じた慢性栄養不良と貧血の予防 

② 乳幼児の罹患率と死亡率の低減 

③ 食物アクセスと入手を確保する行動を通じたグアテマラ人の食糧安全保障と栄養の促進 

④ 必要な医薬品と物資をタイムリーに提供することによる基本的な保健サービスの強化 

⑤  感染症および慢性疾患の予防 

・行動ライン； 

① 健康と栄養 

② 健康的な食物アクセスと入手 

③ 社会的保護 

④ 安全な水と衛生 

⑤ 社会変容と行動変容のコミュニケーション 

また、新戦略では優先地域を県レベルではなく、市のレベルにまで絞ることで検討が進められて

いる。指標についての検討もされており、信頼性の高い保健情報の収集が課題として挙がっている。 

新政権発足後は、政府最初の 100 日間でマルチセクターによる協力体制の構築と具体的な地域や

活動内容が策定される予定である。プロジェクト対象地においては、プロジェクト終了後の継続性

の観点から活動を継続し、新戦略の活動へ円滑に統合されることが望ましく、引き続き情報収集を

しながら CP への支援を行う。 

 

◼ 国際復興開発銀行（IBRD）による借款プロジェクト（Proyecto de Crecer Sano–Salud y Nutrición en 

Guatemala） 

グアテマラ国内では、国際復興開発銀行（IBRD）による「健康に育つ‐グアテマラにおける保健

と栄養（仮訳）」プロジェクトが開始された。これは、住民への条件付現金給付（Programas de 

Transferencias Monetarias Condicionadas:PTMC）を含むものである。借款金額は 1 億ドル（1 ドル=110

円として約 110 億円）で、2019 年 9 月中旬より開始されている。キチェ県を含む国内の 7 つの県（9

つの保健管区事務所）が対象地域とされ、主な受益者は 0 から 24 か月未満の子どもを持つ母親とそ

の家族である。DAS キチェは、2020 年 12 月末までに人口や保健指標情報の整理を行い、2020 年 1

月中旬現在、プロジェクトの本格開始を待っている状況である。プロジェクトの主なコンポーネン
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トは、大きく①サービス供給、②条件付現金給付、③プロジェクト管理の 3 点から構成されている。 

① 慢性栄養不良の主なリスク要因に対応するための部門間サービスの提供 

a. 対象地域におけるプライマリ・ヘルス・ケアの強化 

b. 行動変容の促進 

c. 飲料水と衛生設備へのアクセスの改善 

d. 部門間調整の改善 

② 成果のための焦点の変更（具体的には条件付現金給付の実施） 

③ プロジェクト管理、モニタリング・評価のサポート 

DAS キチェでは、12 月末までに実施された人口や保健指標情報の整理おいて、これまで JICA プ

ロジェクトが実施してきた保健情報の収集方法が役に立っているという声が聞かれた。また、同プ

ロジェクトでは、JICA プロジェクトと同様の視点から保健医療従事者への研修や住民への啓発活動

が実施される予定である。キチェ県ではおおよその場合、1 つのプロジェクトが終了し、新しいプロ

ジェクトが開始されるとまた新たに教材が作成され、重複が否めない状況がある。一方で、「私の栄

養カレンダー」などの啓発教材は、こうした大型のプロジェクトを通じてより多くの住民に普及が

なされることが望ましい。プロジェクトでは、研修教材や啓発教材の活用可能性について、IBRD プ

ロジェクトの各担当者と状況を確認する必要がある。 

 

2  プロジェクトの遅延あるいは問題（該当する場合） 

特になし 

3  プロジェクト実施計画の変更 

3-1 PO 

特になし 

 

3-2 詳細化された実施計画におけるその他の変更 

特になし 

 

4 プロジェクト終了後に向けたグアテマラ国側の準備 

現在のところ討議なし。 

プロジェクトでは、プロジェクト着地点の CP やコミュニティの姿および上位目標到達までの取り組み

について、保健省 SIAS との会議および２DAS における運営委員会で共有、合意した。 

以上 

 

II. プロジェクトモニタリングシート PM Form 3-1, 3-2（添付） 
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